
新型コロナウイルス感染症の影響による
⼀時的な資⾦の特例貸付に関するご案内
福岡県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響

を受け、休業や失業等により生活資金でお悩みの方に向けて、生

活福祉資金のうち以下の資金について特例貸付を実施しています。

（貸付には審査があります。）

福岡市社会福祉協議会 ⽣活福祉資⾦受付センター
所在地:〒810-0062 福岡市中央区荒戸3-3-39

福岡市市民福祉プラザ４階

(専用電話） 080-8390-2148
080-8569-6274／080-8569-6275
080-8559-5794／080-8559-5795
※おかけ間違いがないようお願いします。
※電話がつながりにくい場合は、生活福祉資金受付センター

(電話092-791-5708)にお問い合わせください。
受付時間:月～金／9:00～17:00（祝日を除く）

具体的な内容は裏面をご覧ください。
福岡市内にお住まいの方のお問合せや貸付のご相談は、まずは

下記相談専用ダイヤルへお電話をお願いします。

※ ご相談等につきましては新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則お電話
でお受けいたします。お電話で受け付けた後、借入の要件を満たす方には、原則、
借入申込書等をご⾃宅に郵送し、提出も簡易書留で郵送していただきます。

〇緊急小口資金（特例）
緊急かつ一時的に生計

の維持が困難となった場
合に、少額の費用の貸付
を実施

〇総合⽀援資⾦（特例）
日常生活の維持が困難

となった場合に、原則3
月以内の⽣活費用の貸付
を実施

生活保護を受給している世帯の方は対象外となります。



休業された方向け（緊急小口資⾦）

■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収

入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための
貸付を必要とする世帯
■貸付上限額

10万円以内。ただし、次に該当する場合等で、特に
必要と認められる場合は、20万円以内
➀ 世帯員のなかに新型コロナウイルス感染症の罹患者等が

いるとき

② 世帯員に要介護者がいるとき

③ 世帯員が4人以上いるとき

④ 世帯員に次の事情で子の世話をすることが必要となった

労働者がいるとき

ア 新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌策として臨時休業

した小学校等に通う子

イ 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれが

ある小学校等に通う子

⑤ 世帯員のなかに個人事業主がいること等のため、収入減少

により生活に要する費⽤が不⾜するとき

■据置期間
1年以内

■償還期限
2年以内

■貸付利子・保証人
無利子・不要

■申込先
福岡市社会福祉協議会
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緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費⽤の貸付
を⾏います。

失業された方等向け（総合⽀援資⾦・⽣活⽀援費）

■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や

失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難
となっている世帯
■貸付上限額

・（2人以上世帯）月額20万円以内
・（単身世帯） 月額15万円以内

貸付期間︓原則3月以内

■据置期間
1年以内

■償還期限
10年以内

■貸付利子・保証人
無利子・不要

■申込先
福岡市社会福祉協議会
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生活再建までの間に必要な生活費⽤の貸付を⾏います。

注） お申込みにあたっては、失業状態にあるなど、状況により「福岡市生活自立支援センター」での相談が必要に

なることがあります。

生活保護を受給している世帯
の方は対象外となります。

生活保護を受給
している世帯の方
は対象外となりま
す。


